
【Web資料 IV―③ ユニオン・ショップ協定に関する最高裁判決】 

 

東芝事件・最2小判平成19年2月 2日 

 

「労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した

活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合か

らの脱退の自由を前提として初めて容認されることである。そうすると、本件付随合意のうち、［締結

組合］から脱退する権利をおよそ行使しないことを［組合員］に義務付けて、脱退の効力そのものを生

じさせないとする部分は、脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いる

ものであるから、公序良俗に反し、無効であるというべきである。」 

 

 

三井倉庫港運事件・最小判平成元年12月14日 

 

「（略）労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・

ショップ協定を締結している労働組合（以下「締結組合」という。）の団結権と同様、同協定を締結し

ていない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、

労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択

の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。したがって、

ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退

し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義

務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである（憲法

28条参照）。」 

 

 

日本食塩製造事件・最2小判昭和50年4月25日 

 

「（略）ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った

場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の維持

強化をはかろうとする制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められるかぎ

りにおいてのみその効力を承認することができるものであるから、ユニオン・ショップ協定に基づき使

用者が労働組合に対し解雇義務を負うのは、当該労働者が正当な理由がないのに労働組合に加入しない

ために組合員たる資格を取得せず又は労働組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を

喪失した場合に限定され、除名が無効な場合には、使用者は解雇義務を負わないべきと解すべきである。

そして、労働組合から除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務

の履行として使用者が行う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって使用者に解雇義務が発生している

場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができるのであ

り、右除名が無効な場合には、前記のように使用者に解雇義務が生じないから、かかる場合には、客観

的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏づけ

る特段の事由がないかぎり、解雇権の濫用として無効であるといわなければならない。」 


